
６ 流域対策（取組状況）

34



①校庭貯留整備
・【整備完了】宝塚東高校、阪神昆陽高校、

三田西陵高校

⑤雨水貯留タンク助成
・尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、

芦屋市で実施

②調整池
・県は重要調整池の設置に関する技術

基準を策定
・以下の4市は県よりも小さな開発規模

でも調整池設置指導を実施
（神戸市、西宮市、伊丹市、宝塚市） ⑥道路側溝等の浸透化

・県はガイドライン（改訂版）策定
・開発者及び市で施工

（尼崎市、芦屋市）

雨水貯留タンク助成市

校庭貯留施設整備箇所

宝塚東高校

阪神昆陽高校

35

三田西陵高校

③ため池および水田貯留
広報チラシによる普及啓発

三 田 市

④森林整備・保全
・人工林間伐、表土侵食防止、

混交林整備
（神戸市、宝塚市、三田市、

篠山市）

人工林間伐 混交林整備

6 流域対策

総合的な治水対策

減災対策流域対策

河川下水道対策



36

6.1 対象施設の選定の基本的な考え方 – 流域対策 –

図．浸水実績及び浸水が予想されるエリア

対象施設の選定の基本的な考え方

・阪神西部地域圏内の現状の流域対策対象施設
を把握・整理し、災害弱者施設や指定避難施
設等の施設設置目的に留意した上で、候補施
設を抽出

・施設管理者の同意を得た上で、流域対策対象
施設として位置づけ



公園貯留の整備

37

6.2 学校・公園、ため池等での雨水貯留の取り組み – 流域対策 –

県立甲山森林公園なかよし池（西宮市）

洪水吐底幅の狭小化により雨水を一時的に貯留



38

6.2 学校・公園、ため池等での雨水貯留の取り組み – 流域対策 –

校庭貯留の整備

平常時

洪水時



39

6.2 学校・公園、ため池等での雨水貯留の取り組み – 流域対策 –

校庭貯留の整備



40

6.2 学校・公園、ため池等での雨水貯留の取り組み – 流域対策 –

校庭貯留の整備
県立三田西陵高校（三田市）

周囲小堤

周囲小堤

周囲小堤



6.3 防災調整池の設置指導 – 流域対策 -

41

条例による義務化



重要調整池の設置、維持管理の義務化
（平成25年4月～）

1ha以上の開発

6.3 防災調整池の設置指導 – 流域対策 -

42

条例による義務化

調整池の設置、維持管理の努力義務化1ha未満の開発

指定調整池の指定、維持管理の義務化既存調整池

に浸水被害を発生させる可能性が高まると認められたときは、
開発行為（土地の形質を変更する行為）によって、周辺地域
に浸水被害を発生させる可能性が高まると認められたときは、
雨水を一時的に貯留し、雨水の流出を抑制する「調整池」を
設置するようにしなければならない。

総合治水条例 第10条～第20条

総合治水条例に基づく
「重要調整池の設置に関する

技術基準」を策定



6.4 利水ダムの治水活用 – 流域対策 -

43

利水ダムに新たなゲートを設置して事前放流を行う全国初の取組の実現に向け、
確実に貯水位の回復が見込める事前放流方法（放流開始時機や放流量・速度）

を検討（事前放流シミュレーションの実施）

■■平常時平常時

大雨が降りそう・・・大雨が降りそう・・・
予測雨量の把握 大雨大雨

貯水位の回復が
見込まれる範囲
で事前放流

雨水を貯留

（貯水位は回復）

■■大雨に備えて大雨に備えて ■■大雨時大雨時

貯水施設

■■平常時平常時

大雨が降りそう・・・大雨が降りそう・・・
予測雨量の把握 大雨大雨

貯水位の回復が
見込まれる範囲
で事前放流

雨水を貯留

（貯水位は回復）

■■大雨に備えて大雨に備えて ■■大雨時大雨時■■大雨時大雨時

貯水施設貯水施設

事前放流の概要

■■平常時平常時

大雨が降りそう・・・大雨が降りそう・・・
予測雨量の把握 大雨大雨

貯水位の回復が
見込まれる範囲
で事前放流

雨水を貯留

（貯水位は回復）

■■大雨に備えて大雨に備えて ■■大雨時大雨時

貯水施設

■■平常時平常時

大雨が降りそう・・・大雨が降りそう・・・
予測雨量の把握 大雨大雨

貯水位の回復が
見込まれる範囲
で事前放流

雨水を貯留

（貯水位は回復）

■■大雨に備えて大雨に備えて ■■大雨時大雨時■■大雨時大雨時

貯水施設貯水施設

事前放流の概要



6.5 農地等への雨水貯留 – 流域対策 -

44

ため池や水田貯留の普及啓発

広報チラシを作成し、普及啓発を実施



6.5 農地等への雨水貯留 – 流域対策 -

45

生産緑地制度の活用

宝塚市 平成12年度より生産緑地地区の新規指定を申請に応じて実施

尼崎市
平成25年度で、79.9haの生産緑地地区を指定
（新規指定分は0.03ha）

生産緑地地区とは・・・ 生産緑地法により規定される、都市計画法上の地域地区

市街化区域内にある農地で、公害・災害の防止、都市環境の保全
等に役立つ、500m2以上の規模の区域

積極的な指定

・農作物の供給地や農業体験の場
・災害に備えたオープンスペース
・心安らぐ緑地空間

都市内に分散した小規模な
自然的流出抑制としての役割



6.6 森林などの流出抑制機能を有する土地の保全等 – 流域対策 -

46

人工林の間伐

人工林の間伐・作業道の開設 間伐材の搬出

流域市で 平成24年度に85ha

平成25年度に83ha 実施



6.6 森林などの流出抑制機能を有する土地の保全等 – 流域対策 -

47

針葉樹と広葉樹の混交林整備事業

針広混交林

篠山市で30haに着手



治山事業による流木・土砂災害防止対策

武庫川流域内で現在27ヵ所着手

6.6 森林などの流出抑制機能を有する土地の保全等 – 流域対策 -

48

流木対策の治山ダム

平成22年度 県単独緊急防災事業
篠山市住山



49

6.7 その他の雨水貯留・浸透の取り組み等 – 流域対策 -

雨水貯留施設の設置

雨水貯留部

伊丹市 県営伊丹西野第６住宅で雨水貯留施設を整備中 他、県営住宅1ヵ所で検討中

駐車場を活用した
雨水貯留



尼崎市

50

雨水貯留タンクによる各戸貯留

6.7 その他の雨水貯留・浸透の取り組み等 – 流域対策 -

三田市

宝塚市
平成16年度から各戸雨水貯留タンクの助成を実施
総助成基数：317件（平成26年3月末）

各戸雨水貯留タンクの助成制度の
実施に向け、検討中

伊丹市
平成23年度から各戸雨水貯留タンクの助成を実施
総助成基数：125件（平成26年3月末）

神戸市 有馬小学校に雨水貯留タンクを整備

雨水貯留タンク

平成24年度から各戸雨水貯留タンクの助成を実施
総助成基数：95件

西宮市
平成23年度から各戸雨水貯留タンクの助成を実施
総助成基数：149件（平成26年3月末）

芦屋市
平成24年度から各戸雨水貯留タンクの助成を実施
総助成基数：50件



尼崎市

街きょ桝 浸透桝

浸透トレンチ

単粒砕石

下水道本管へ

51

浸透桝等の設置

芦屋市

・街きょ桝の浸透化工事を実施

・阪急電鉄以南の地域では、
建設時の浸透桝設置を指導

道路浸透桝の標準的な構造

透水性舗装の構造

6.7 その他の雨水貯留・浸透の取り組み等 – 流域対策 -

道路・学校で、浸透桝、
浸透側溝、透水性舗装等実施

街きょ桝浸透化工事（芦屋市）



７ 減災対策（取組状況）
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①知る（水害リスクに対する認識の向上）
・手づくりハザードマップの作成による水害リスク

を知る機会の提供
・ ハザードマップの改良・強化
・出前講座、職員研修による防災

の担い手となる人材育成

53

③逃げる（的確な避難のための啓発）
ⅰ) 自助の取組の推進

・手づくりハザードマップの活用
・ひょうご防災ネットの加入促進
ⅱ) 共助の取組の推進

・要援護者の情報共有、支援登録台帳の整備
ⅲ) 公助の取組の推進

・避難経路、避難所の屋外表示
・津波避難ビルの洪水時活用

②守る（情報提供体制の充実、水防体制の強化）
・同報無線・移動無線の充実
・水位及び氾濫予測やサイレン、

回転灯による河川情報の伝達
・土のう積訓練、人命救助訓練の実施

④備える
（水害に備えるまちづくり、水害からの復旧の備え）

・建物耐水機能に係る指針策定による重要施設浸水対策
の推進

・水害に備えるためのフェニックス共済等への加入促進

7 減災対策

総合的な治水対策

減災対策流域対策

河川下水道対策



7.1 水害リスクに対する認識の向上（知る） – 減災対策 -

54

我がまちを歩く体験型講座の開催

三田市

波豆川区他

地域における防災力向上講座の開催

尼崎市



7.1 水害リスクに対する認識の向上（知る） – 減災対策 -

55

手づくりハザードマップの作成
伊丹市

平成24年度：桜台小学校区
平成25年度：堂の前自治会、北野自治会
平成26年度：稲野自治会（予定）

地域ハザードマップ



7.1 水害リスクに対する認識の向上（知る） – 減災対策 -

56

篠山市

募集チラシ

いのちを守る防災マップ

作成事例

手づくりハザードマップの作成



7.1 水害リスクに対する認識の向上（知る） – 減災対策 -

57

西宮市

平成24年度：小松地区、高須地区
平成25年度：春風地区、鳴尾北地区
平成26年度：浜脇地区、南甲子園地区（予定）

地域防災マップ
手づくりハザードマップの作成



7.1 水害リスクに対する認識の向上（知る） – 減災対策 -

58

県では現行のCGハザードマップに
避難所表示を修正し、

継続公開を行っている。

ハザードマップの作成

ＣＧハザードマップ



7.1 水害リスクに対する認識の向上（知る） – 減災対策 -

59

神戸市

平成24、25年度に
ハザードマップを改訂

くらしの防災ガイド
（広報誌KOBE防災特別号）

平成25年6月にくらしの防災ガイドを改訂

ハザードマップの作成



7.1 水害リスクに対する認識の向上（知る） – 減災対策 -

60

各種避難情報の啓発内容と浸水想定、避難所をはじめとした防災機関・防災関係施設を
掲載したハザードマップ【宝塚市防災マップ】を市内全戸に配布

宝塚市

平成24年度に
ハザードマップを改訂

宝塚市 防災マップハザードマップの作成



防災の担い手となる人材の育成

7.1 水害リスクに対する認識の向上（知る） – 減災対策 -

61

西宮市（防災講演会）

三田市（出前講座）



7.1 水害リスクに対する認識の向上（知る） – 減災対策 -

62

防災リーダー講座
自主防災会長向けに図上訓練を実施

阪神南民局（防災マップメンテナンス講座）

伊丹市（防災リーダー講座）

防災の担い手となる人材の育成



7.1 水害リスクに対する認識の向上（知る） – 減災対策 -

63

丹波県民局

防災の担い手となる人材の育成

ひょうご防災リーダー講座の開催



7.1 水害リスクに対する認識の向上（知る） – 減災対策 -

64

伊丹市（新任職員研修）

三田市（職員防災研修会）

防災の担い手となる人材の育成 行政職員を対象とした防災研修



65

情報の配信

7.2 情報提供体制の充実と水防体制の強化（守る） – 減災対策 -

尼崎市
（防災対策課Facebook）

尼崎市
（防災対策課Twitter）

西宮市
（ 公式Facebook ）

西宮市
（公式Twitter）

災害等緊急時には災害に関する情報が配信



66

防災用無線の整備

7.2 情報提供体制の充実と水防体制の強化（守る） – 減災対策 -

芦屋市行政無線システムの概要

芦屋市
・平成19年度に防災行政無線の導入を開始

平成25年時点で、市内に屋外子局39箇所、
個別受信機158基設置

伊丹市
・平成24年度に市内7箇所に屋外拡声器

（ラインアレースピーカー）を整備
・MCA無線機を避難所等139箇所に設置

屋外拡声器

尼崎市
・防災行政無線屋外拡声器を

平成24年度に4基追加設置
平成25年度に4基追加設置予定

三田市 ・防災行政無線を平成26～27年度に
整備予定

西宮市

・防災スピーカーの定期放送を開始
（平成26年2月17日より）

・緊急告知ラジオの購入補助を開始
（平成26年1月より）



67

全国瞬時警報システム（Jアラート）

7.2 情報提供体制の充実と水防体制の強化（守る） – 減災対策 -



68

道路アンダーパス部の冠水情報

7.2 情報提供体制の充実と水防体制の強化（守る） – 減災対策 -

道路のアンダーパス部に冠水表示板を市内2箇所に設置
今後、3箇所の新設を予定

冠水表示板

芦屋市



69

河川情報の伝達

7.2 情報提供体制の充実と水防体制の強化（守る） – 減災対策 -

現在 現在～1時間後 1時間後～2時間後 2時間後～3時間後

県

県では、市が住民に対して実施する避難勧告等を的確
に判断するために必要な情報提供の一環として、水位
予測、氾濫予測を実施し、その結果を「フェニックス
防災システム」を通じて市町や消防・警察へ配信して
いる。
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洪水予報

7.2 情報提供体制の充実と水防体制の強化（守る） – 減災対策 -

国や県は、河川の増水やはん濫に対する水防活動のため、あらかじめ指定した河川（洪水予報河川）
について、区間を決めて水位または流量を示した洪水の予報を気象庁との合同で行っている。
洪水時に水防活動や住民自らの避難行動の一助となるよう、水位周知河川においては、夜間でも
はん濫の危険が識別できるカラー水位標が設置されている。
この着色により、水防団が出動したり、避難勧告が発令される目安となる水位を示す。

はん濫注意水位

避難判断水位

はん濫の発生

はん濫危険水位

水防団待機水位

水位危険度レベル 水位の名称等 注意報・警報 備考

レベル５ はん濫の発生 洪水警報 はん濫が発生している状態

レベル４ はん濫危険水位 洪水警報
住民の避難が完了されている

状態の水位

レベル３ 避難判断水位 洪水警報
市町村が避難勧告の発令を判断、

住民が避難を判断する水位

レベル２ はん濫注意水位 洪水注意報
市町村が避難準備情報の発令を
判断、水防団が出動する水位

レベル１ 水防団待機水位 － 水防団が待機する水位



71

防災訓練

7.2 情報提供体制の充実と水防体制の強化（守る） – 減災対策 -

三田市
三田市総合防災訓練

（炊き出し状況）

芦屋市

避難所の再現
（テントの展示）

プライベート空間を
確保するテントの展示

女性の着替えスペース等の
テントの展示
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防災訓練

7.2 情報提供体制の充実と水防体制の強化（守る） – 減災対策 -

芦屋市
水防訓練

（土のう積み訓練）

尼崎市

防潮施設操作演習
（国道2号左門橋防潮鉄扉操作訓練）
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防災訓練

7.2 情報提供体制の充実と水防体制の強化（守る） – 減災対策 -

「ひょうご安全の日のつどい」にあわせ、地域住民等と合同で
地震災害を想定した防災訓練を実施

平成25年度平成24年度

丹波県民局

平成26年度
も実施予定



伊丹市

74

手づくりハザードマップの活用

7.3 的確な避難のための啓発（逃げる） – 減災対策 -

出前講座や防災学習等で手づくりハザードマップを活用

地域防災マップを活用

西宮市

出前講座や防災学習等で手づくりハザードマップを活用

宝塚市 自治会等がハザードマップを作成する際の印刷代の一部補助制度を開始
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7.3 的確な避難のための啓発（逃げる） – 減災対策 -

伊丹市

伊丹市 防災マップ＆市民べんり帳ハザードマップの活用

伊丹市 防災マップ＆市民べんり帳を作成
市民全世帯に配布
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7.3 的確な避難のための啓発（逃げる） – 減災対策 -

芦屋市

防災情報マップハザードマップの活用

防災情報マップを発行し、全戸へ配布
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7.3 的確な避難のための啓発（逃げる） – 減災対策 -

「ひょうご防災ネット」等への加入促進

「ひょうご防災ネット」への加入促進に取り組み、
平成24年度は109,100件が新規登録

新規登録件数 目標

平成23年度 146,200件
40,000
件／年

平成24年度 109,100件

表．「ひょうご防災ネット」の加入状況

「ひょうご防災ネット」
防災行政無線、広報車等の既存情報伝達手段に加え、携帯電話の

メールやホームページ機能を利用して、災害発生時等の緊急時に、
緊急情報（地震情報・津波情報・気象警報）や避難情報等をいち早
く県民・市民の方々に発信するシステム

ひょうご防災ネット

神戸市 尼崎市 芦屋市

西宮市 宝塚市 三田市

伊丹市 篠山市

県及び各市の防災ネットは、上記QRコードより
アクセスできます。



阪神地域広域避難研究会を設置
安全かつ円滑に広域避難するための広域避難計画を策定予定

78

尼崎市 災害時要援護者支援連絡会を設置

神戸市 北区道場町では、災害時要援護者登録を開始（要援護者台帳の共有）

宝塚市 災害時要援護者支援指針（案）を策定（平成25年2月）

7.3 的確な避難のための啓発（逃げる） – 減災対策 -

県、市

県
丹波県民局では、管内市と協働で大丹波連携推進協議会の枠組みを活かした
広域防災の取り組みに係る検討会を設置
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防災訓練支援

自主防災会、コミュニティ・スクール等の
防災訓練支援を19回実施

芦屋市

7.3 的確な避難のための啓発（逃げる） – 減災対策 -

降雨体験 土のう作り
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7.3 的確な避難のための啓発（逃げる） – 減災対策 -

避難所の指定

県
県のホームページにて

津波一時避難場所
（施設）を掲載

地域住民の迅速かつ
安全・確実な避難を

支援

西宮市
尼崎市
芦屋市

津波避難ビルの指定と
洪水時の活用

神戸市
緊急待避所[児童養護
施設、病院]を指定
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7.3 的確な避難のための啓発（逃げる） – 減災対策 -

避難所や地盤高の表示

西宮市 指定避難所に災害別明示や地盤高表示板を設置、今後も順次設置予定

指定避難所看板 広域避難地看板 広報掲示板

海抜と指定避難所を表示

海抜表示シート

避難所方向看板を平成26年度に設置予定
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7.3 的確な避難のための啓発（逃げる） – 減災対策 -

避難所や地盤高の表示

伊丹市 市内の掲示板に避難方向、距離等を示したステッカーを掲載

拡大イメージ

掲示板
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7.3 的確な避難のための啓発（逃げる） – 減災対策 -

避難所や地盤高の表示

芦屋市 平成24年度に市内30ヶ所に標高表示板を設置

拡大図標高表示板
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7.4 水害に備えるまちづくりと水害からの復旧の備え（備える） – 減災対策 -

建築物等の耐水機能
に関する指針

兵庫県

重要施設の浸水対策

県 総合治水条例に基づく
「建築物の耐水機能に関する指針

（平成24年8月）」を策定

三田市 市役所庁舎を浸水想定水位より
上に建設中

水害に備え敷地
地盤面をかさ上げ

尼崎市の地域防災訓練時に
フェニックス共済のPRを実施

（阪神南県民局）

「フェニックス共済」
（＝兵庫県住宅再建共済制度）は、住宅所有者に
加入いただき、平常時から資金を寄せ合うことに
より、災害発生時に被害を受けた住宅の再建・補
修を支援する制度

フェニックス共済への加入促進



８ 阪神西部（武庫川流域圏）地域総合治水推進計画
施策一覧
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阪神西部（武庫川流域圏）地域総合治水推進計画 施策一覧（案）
※期間等については、推進計画策定時点における見込みであり、今後、変更が生じることがあります。

～H23 H24～H28 H29～H33 H34～

１．河川下水道対策

（１）河川対策　～河川整備計画に基づき整備を推進～

波豆川
（三田市）

中河原橋～護魔池　L=0.6km
河道拡幅　等

県
H30年度代前半完成目
標

山田川
山田滑谷ダム上流1,050m～
砥石橋上流500m L=1.9km  河道拡幅　等

県
H30年度代半ば完成目
標

大池川
JR福知山線橋梁～国道176号上流50m
 L=0.1km  河道拡幅　等

県
H20年度代後半完成目
標

相野川
洞橋～２級河川上流端　L=1.4km
河道拡幅　等

県 H30年度完成目標

武庫川
岩鼻橋～山崎橋　L=1.9km
河床掘削　等

県 H30年度完成目標

波賀野川
JR福知山線橋梁～西角橋　 L=0.4km
河道拡幅　等

県
H30年度代前半完成目
標

武庫川
名塩川合流点～羽束川合流点　L=1.2km
武田尾地区溢水対策

県 H30年度完成目標

武庫川
仁川合流点～名塩川合流点
青葉台地区河道整備(L=2.5km)
掘込区間での溢水対策(L=6.9km)

県
西宝橋架替及び西宝橋まで
H32年度、その他はH42年度
完成目標

大堀川
西田川橋～西ノ町橋　L=1.2km
河床掘削　等

県
県道尼崎宝塚線橋梁H27年
度、国道176号までH32年度、
その他はH37年度完成目標

天王寺川
伊丹市荒牧～宝塚市中筋　L=0.6km
堤防強化

県 H27年度完成目標

天神川
伊丹市萩野西～宝塚市山本西　L=3.8km
堤防強化

県
H30年度代半ば完成目
標

荒神川
国道176号～荒神橋　L=0.6km
河床掘削　等

県
H30年度代前半完成目
標

波豆川
（宝塚市）

滝本橋～島橋　L=0.3km
河道拡幅　等

県
H30年度代前半完成目
標

武庫川
(下流部築堤区間)

河口～JR東海道線橋梁　L=5.0km
低水路拡幅、橋梁改築、河床掘削　等

県
低水路拡幅はH32年度、その
他はH42年度完成目標

武庫川
(下流部築堤区間)

南武橋～仁川合流点　両岸L=14.4km
堤防強化

県 H32年度完成目標

新川 高潮対策として排水機場・水門を整備 県 H32年度完成目標

東川 新池・大池のオリフィス整備 県
H30年度代前半完成目
標

洗戎川 高潮対策として排水機場・水門を整備 県
H20年度代前半完成目
標

既存施設を適正に維持管理 県その他の河川

大項目 小項目 名称 概要
実施
主体

備考
期間

ﾌﾞﾛｯｸ

下流域
ﾌﾞﾛｯｸ

上流域
ﾌﾞﾛｯｸ

中流域
ﾌﾞﾛｯｸ
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阪神西部（武庫川流域圏）地域総合治水推進計画 施策一覧（案）

※期間等については、推進計画策定時点における見込みであり、今後、変更が生じることがあります。

～H23 H24～H28 H29～H33 H34～

１．河川下水道対策

（２）下水道対策　～各市の下水道計画に基づき整備・維持を推進～

篠山市 浸水被害の発生が懸念される箇所の整備の鋭意実施 市 整備目標1/6

三田市
老朽化施設の適正な維持管理及び開発に伴う雨水施設
整備に対する適正な指導

市 整備目標1/6（完了）

神戸市
市街化区域の拡大、変更等に併せて雨水幹線の整備
老朽化の進んだ雨水管の調査、改築・更新対策の検討

市 整備目標1/10

宝塚市
浸水被害解消のため、雨水管等の排水施設を順次整備
浸水常襲地区の優先整備

市 整備目標1/6

伊丹市
雨水ポンプ場の改築・更新
幹線管きょの整備

市 整備目標1/6

浸水履歴のある地区の優先整備
治水安全度が低い地区周辺の校庭、公園の地下へのオ
フサイト貯留施設設置
オフサイト貯留施設なども活用した計画の策定と事業着
手

浸水対策及び合流改善用の貯留管を整備（下流域ブロッ
クのみ）

尼崎市

1/6未完了地区(丸島地区等)の雨水整備を継続実施
浸水履歴地区等、重点地区の優先整備
下水管きょ及び雨水ポンプの改築更新時期との整合を図
りつつ、優先度を考慮し、順次整備を進める

市 整備目標1/6→1/10

芦屋市

都市化の進展による基本条件を適正に見直し、雨水施
設の増強を図る
街渠桝の浸透化、宅内浸透桝等の設置を促進
設置した浸透施設の効果を検証し、雨水計画に反映

市 整備目標1/10

西宮市 市

大項目 小項目 名称 概要
実施
主体

備考
期間

ﾌﾞﾛｯｸ

上流域
ﾌﾞﾛｯｸ

中流域
ﾌﾞﾛｯｸ

整備目標1/6→1/10

下流域
ﾌﾞﾛｯｸ



※期間等については、推進計画策定時点における見込みであり、今後、変更が生じることがあります。

～H23 H24～H28 H29～H33 H34～

２．流域対策　～学校、公園、ため池を利用した貯留施設等の設置により、甲武橋基準点において30m3/sの流出抑制を図る。

（１）学校、公園、ため池等での取組

学校・
 公園貯留

H27までに約2.9万m3（５箇所）の整備に着手
県・

関係市

ため池貯留 H27までに約2.8万m3（２箇所）の整備に着手 県等

（２）防災調整池の設置指導

重要調整池
1ha以上の開発に対する開発者等への設置と設置後の
適正な管理を義務づけ

県

既存および1ha
未満の調整池

雨水の流出を抑制する機能の維持が特に必要と認める
調整池について、所有者の同意を得て指定調節池として
指定し、適正な管理を義務づけ

県

（３）利水ダムの治水活用

利水ダムの治
水活用

計画地域のおける８つの利水ダムの治水活用について、
各施設管理者の協力が得られるよう、調整を進める

県・
管理者

（４）農地等への雨水貯留

農地等への雨
水貯留

水田の雨水貯留
農地を活用した雨水流出抑制

県・市・
管理者

（５）森林などの流出抑制機能を有する土地の保全

新ひょうごの森
づくり第２期対
策の推進

里山林の再生　等 県 H24～H33

災害に強い森づ
くの推進

緊急防災林整備 (H27までに1530ha)
混交林整備(H27までに100ha着手）　　等

県

六甲山系グリー
ンベルト整備事
業の実施

さらなる展開を図る 県

（６）その他の雨水貯留・浸透の取組

住宅等建物 雨水貯留タンクを設置 所有者

道路 歩道の透水性舗装整備等
県・

関係市

（７）排水ポンプの運転調整

出水時における
河川へのポンプ
施設の運転調
整

指定ポンプ施設への指定
［検討対象］8施設

県・市・
管理者

大項目 小項目 名称 概要
実施
主体

備考

H42までに約64万m3を
整備

期間
ﾌﾞﾛｯｸ
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阪神西部（武庫川流域圏）地域総合治水推進計画 施策一覧（案）
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阪神西部（武庫川流域圏）地域総合治水推進計画 施策一覧（案）

※期間等については、推進計画策定時点における見込みであり、今後、変更が生じることがあります。

～H23 H24～H28 H29～H33 H34～

３．減災対策　～「知る」「守る」「逃げる」「備える」を柱として減災対策を推進～

（１）水害リスクに対する知識の向上（知る）

水害リスクを知
る機会の提供

ハザードマップ等を活用したわがまちを歩く体験型講座等
の開催　等

県・
関係市

水害リスクを知
るツールの整備

内水氾濫や水害リスクが理解できるよう、ハザードマップ
の改良・強化の検討　等

県・
関係市

防災の担い手と
なる人材の育成

「ひょうご防災リーダー講座」や「出前講座」の実施による
防災の担い手育成　等

県・
関係市

（２）情報提供体制の充実と水防体制の強化（守る）

避難情報の伝
達

住民は被害・避難に関する情報を収集し、自らの安全を
確保
市による同報無線、移動無線の充実
急激な水位上昇が見込まれる河川の増水警戒情報提供
等

県・
関係市
・住民

河川情報の伝
達

県と気象庁が共同して洪水予報を発表、TV等を通じた早
期警戒避難を支援
地上デジタル放送等による雨量・水位情報等の配信　等

県・
関係市

水防体制の強
化

住民による防災訓練の参加
自主防災組織の結成促進や水防活動への支援　等

県・
関係市
・住民

（３）的確な避難のための啓発（逃げる）

自助の取組の
推進

「手作りハザードマップ」の活用による自助・共助の取組
の推進　等

県・
関係市
・住民

共助の取組の
推進

災害時要援護者の避難の円滑化に向けた、住民同士が
助け合う取組の推進　等

県・
関係市
・住民

公助の取組の
推進

民間事業者と災害時一時利用に関する協定締結と、津
波避難ビルの洪水時利用に関する協定事項の追加　等

県・
関係市

（４）水害に備えるまちづくりと水害からの復旧の備え（備える）

水害に備えるま
ちづくりへの誘
導

水害に備えたまちづくりの実現に向け、減災のための土
地利用や、上層階避難が可能でかつ、堅牢な建物への
誘導等を図るための検討を実施

県・
関係市

重要施設の浸
水対策

公共施設において、浸水想定水位以上への電気設備等
の移設や、地下室の耐水構造化等の対策を検討

県・市・
管理者

水害に強い保
険制度等の加
入促進

「フェニックス共済」等への加入促進　等
県・

関係市
・住民

大項目 小項目 名称 概要
実施
主体

備考
期間

ﾌﾞﾛｯｸ


